
重要事項について

議を経て学長は決定

教育研究に関する

重要事項を審議

【学内者で構成】

経営に関する

重要事項を審議

【学外者が過半数】

経営協議会 教育研究評議会

学長

議長として主宰
議長として主宰

代

表

者

（

学

外

者

）

代

表

者

（

学

内

者

）

原則、学外者と学内者同数で構成

学長選考会議

基準に基づく選考

業務執行状況の確認

役員会

理事

（学外）

理事 理事

学

外

者

の

参

画

監事

監事

文部科学大臣 国立大学法人評価委員会

国立大学法人の

業務を監査

国立大学法人の

業務を総理

学長を補佐し、

業務を掌理

（１人以上学外）

国

立

大

学

法

人

・評価

・中期目標提示、中期計画認可

・学長、監事の任命

・中期目標原案、中期計画作成

・学長候補者の申出

国立大学法人のガバナンスの仕組み

※大学共同利用機関法人は、「学長」を「機構長」と読み替えれば、

基本的に同様の仕組み



○公立大学法人では、法人の長である理事長が、大学の学長を兼ねることが原則とされているが、両者を分離することも可能。

○公立大学法人の理事長は、学外者などから構成される経営審議機関の代表者と、学内者から構成される教育研究審議機関

の代表者から構成される学長選考機関において選考され、設立団体の長が任命する。

○意思決定プロセスにおける透明性の確保や適正な意思決定の担保といった観点から、大学運営上の特に重要な案件の審議

について、合議制の審議機関を法定（経営審議機関、教育研究審議機関）。

【理事長】（＝学長が原則）

公立大学法人を代表し、その業務を総

理

【役員会】（必置機関ではない）

予算の作成、重要な組織の改廃等に関

する審議機関

【経営審議機関】

経営に関する重要事項を審議する機関

【教育研究審議機関】

教育研究に関する重要事項を審議する

機関

【監事】

公立大学法人の業務を監査

※「役員会」「経営審議機関」「教育研究審議

機関」は、大学によってその人数が異なる。

（例）名古屋市立大学：役員会 8人、経営審

議会15人、教育研究審議会25人

青森県立保健大学：役員会 6人、経営審議

会10人、教育研究審議会10人

非公務員型

→弾力的な人事

システム

→産学官連携等

を推進

→外国人を幹部

に登用 など

平成16年度から

地方公共団体の

選択により、法

人化可能

※「役員会」は、地方公共団体の判断（定款に規定）等で設置可能

「経営」と「教学」の

代表者が学長を選考

選考機関

公立大学法人

経営に関する

学外の代表者等

経営審議機関

理事長(＝学長が原則)

※理事長とならない学長は、選考

機関の選考に基づいて理事長から

任命され、副理事長となる

副理事長

理事

役員会

教学に関する

学内の代表者等

教育研究審議機関

監 事

・中期目標の提示、中期計画の認可

・理事長の任命

・運営費交付金の交付

・中期目標原案・中期計

・理事長（＝学長）候補者

の申出

設立団体の長

画案(6年)の策定

公立大学法人評価委員会

・評価

（事後チェック）

※各設立団体において設置

公立大学法人のガバナンスの仕組み



公立大学法人のパターン
公立大学法人

理事長

大学

学長

同一人物

A
：大学の選考機関の選

考による公立大学法人

の申出に基づき、設立団

体（地方公共団体）の長

が任命

公立大学法人

理事長

大学

学長

異なる人物

：設立団体の長が任命

B

：大学の選考機関の選考

に基づき、理事長が任命

自動的に副理事長となる

C
公立大学法人

理事長

①大学

学長

②大学

異なる人物同一人物

：学長となる①大学の選

考機関の選考による公

立大学法人の申出に基

づき、設立団体の長が

任命

：学長となる②大学の選

考機関の選考に基づき、

理事長が任命

自動的に副理事長とな

る

公立大学法人

理事長

①大学

学長

②大学

異なる人物

D

異なる人物

：設立団体の長が任命

：学長となるそれぞれ

①②大学の選考機関

の選考に基づき、理

事長が任命

自動的に副理事長と

なる



学校法人のガバナンスの仕組み

○ 学校法人の業務に関する最終的な意思決定機関は、合議制機関である理事会である。理事長は、学校法人を代表し、その業務を

総理する。

○ 学校法人には評議員会が置かれる。評議員会は理事の定数の２倍以上の定数で組織され、学校法人の職員や卒業生等が評議

員に選任される。予算事項や事業計画、寄附行為の変更等の重要事項については、予め評議員会の意見を聞くこととされている。

○ 大学の、学長は、学校法人の理事として経営に参画する。

【理事会】

学校法人の業務に関する最終

的な意思決定機関

理事の職務の執行を監督

私立学校の校長を理事として選

任

【監事】

学校法人の業務、財務状況等

を監査

【評議員会】

予算、事業計画、寄附行為の

変更等に意見

（理事長があらかじめ諮問）

学校法人

私立学校を設置・運営

監

査

（理事長が）

選任

諮

問

※評議員会の

同意が必要

意

見

学校法人の業務に関する最終的な意思決定機関。

学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。

理事で組織される（学校法人には５人以上の理事を置かなければなら

ない）。議長は理事長。

理事会

学校法人の業務、財務状況等を監査する。

学校法人には２人以上の監事を置かなけれ

ばならない。

予算、事業計画、寄附行為の変更等につい

て、理事長があらかじめ諮問。

委員数は理事の定数の２倍を超える数。

評議員会

校長（学長）は理事に就任する。（私立学校を複数設置している場合は、そのう

ち１人以上を理事とすることができる。）

私立学校

監事

学長の

理事就任


